
（注２）金額の頭に、￥マークを入れること。（消費税を含まないこと。）

（注３）入札は、施設ごとの落札とし、希望しない施設の入札金額欄は斜線とすること。

（注５）消防用設備と防火対象物両方の点検が必要な施設は、必ず２つの業務について入札すること。

上記の業務については、宍粟市契約規則（平成17年規則第41号）は勿論、契約条項その他関
係書類及び現場熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

なお、この入札に関し、公告書に記載された入札に参加する者に必要な資格等があることを誓
約し、これが事実と相違する場合には契約を締結されなくても異存ありません。
　 また、契約締結後であっても、これが事実と相違することが認められた場合は、一方的に契約を
破棄されても異存がないことを誓約します。

年 月 日

（注６）入札書の作成日を記入すること。

印

（注７）課税・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。

（ ）
（ ）

※電子契約を希望される場合は、下欄に契約業務に使用するメールアドレスを
正確に記載してください。

メールアドレス

事業者であることを届出ます。
私 免税

契約方法 電子契約を
希望する。
希望しない。

　宍　粟　市　長　　様

住 所

商号又は名称

代 表者氏名

なお、
当社

は消費税等に係る
課税

（注１）入札金額欄に、仕様書に基づく各施設の内訳金額及び３年間分に係る総価格を記入すること。防火対象物
点検も対象となる施設の総価格は消防用設備点検と防火対象物点検の合算額を記入すること。

（注４）項目欄の「消」の項目は「消防用設備等点検」についての金額、「防」の項目は「防火対象物点検」 について
の金額を記入すること。

令和

3 旧下三方小学校体育館 消

5 旧都多小学校 消

4 旧三方小学校 消

防

2 宍粟市役所 消

1 宍粟防災センター
消

郵便入札用

業務委託入札書（1/７）

業 務 名 市有施設消防用設備等点検及び防火対象物点検業務

履 行 場 所 仕様書による

番
号

施設名等
項
目

内訳金額（税抜） 入札金額(税抜)

令和８年度 令和９年度 令和10年度 合計
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（注２）金額の頭に、￥マークを入れること。（消費税を含まないこと。）

（注３）入札は、施設ごとの落札とし、希望しない施設の入札金額欄は斜線とすること。

（注５）消防用設備と防火対象物両方の点検が必要な施設は、必ず２つの業務について入札すること。

上記の業務については、宍粟市契約規則（平成17年規則第41号）は勿論、契約条項その他関
係書類及び現場熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

なお、この入札に関し、公告書に記載された入札に参加する者に必要な資格等があることを誓
約し、これが事実と相違する場合には契約を締結されなくても異存ありません。
　 また、契約締結後であっても、これが事実と相違することが認められた場合は、一方的に契約を
破棄されても異存がないことを誓約します。

年 月 日

（注６）入札書の作成日を記入すること。

印

（注１）入札金額欄に、仕様書に基づく各施設の内訳金額及び３年間分に係る総価格を記入すること。防火対象物
点検も対象となる施設の総価格は消防用設備点検と防火対象物点検の合算額を記入すること。

（注４）項目欄の「消」の項目は「消防用設備等点検」についての金額、「防」の項目は「防火対象物点検」 について
の金額を記入すること。

　宍　粟　市　長　　様

住 所

商号又は名称

代 表者氏名

令和

15 木谷団地 消

14 加生団地 消

13 横須団地２～４号棟、集会所 消

12 横須団地１号棟 消

9 しらぎく苑 消

11 あじさい苑 消

10 つつじ苑 消

防

8 しそうクリーンセンター 消

7 生涯学習センター学遊館
消

合計

6 山崎スポーツセンター 消

履 行 場 所 仕様書による

番
号

施設名等
項
目

内訳金額（税抜） 入札金額(税抜)

令和８年度 令和９年度 令和10年度

郵便入札用

業務委託入札書（2/７）

業 務 名 市有施設消防用設備等点検及び防火対象物点検業務

2



（注２）金額の頭に、￥マークを入れること。（消費税を含まないこと。）

（注３）入札は、施設ごとの落札とし、希望しない施設の入札金額欄は斜線とすること。

（注５）消防用設備と防火対象物両方の点検が必要な施設は、必ず２つの業務について入札すること。

上記の業務については、宍粟市契約規則（平成17年規則第41号）は勿論、契約条項その他関
係書類及び現場熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

なお、この入札に関し、公告書に記載された入札に参加する者に必要な資格等があることを誓
約し、これが事実と相違する場合には契約を締結されなくても異存ありません。
　 また、契約締結後であっても、これが事実と相違することが認められた場合は、一方的に契約を
破棄されても異存がないことを誓約します。

年 月 日

（注６）入札書の作成日を記入すること。

印

（注１）入札金額欄に、仕様書に基づく各施設の内訳金額及び３年間分に係る総価格を記入すること。防火対象物
点検も対象となる施設の総価格は消防用設備点検と防火対象物点検の合算額を記入すること。

（注４）項目欄の「消」の項目は「消防用設備等点検」についての金額、「防」の項目は「防火対象物点検」 について
の金額を記入すること。

　宍　粟　市　長　　様

住 所

商号又は名称

代 表者氏名

令和

26 一宮南中学校 消

25 山崎東中学校 消

24 山崎南中学校 消

23 ミニアリーナ　さつき 消

22 山崎西中学校 消

21 旧菅野幼稚園（さつき学級） 消

20 旧野原小学校 消

19 土井久団地・中島団地 消

16 下比地団地 消

18 中山台団地２号棟 消

17 中山台団地１号棟 消

業 務 名 市有施設消防用設備等点検及び防火対象物点検業務

履 行 場 所 仕様書による

番
号

施設名等
項
目

内訳金額（税抜） 入札金額(税抜)

令和８年度 令和９年度 令和10年度 合計

郵便入札用

業務委託入札書（3/７）
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（注２）金額の頭に、￥マークを入れること。（消費税を含まないこと。）

（注３）入札は、施設ごとの落札とし、希望しない施設の入札金額欄は斜線とすること。

（注５）消防用設備と防火対象物両方の点検が必要な施設は、必ず２つの業務について入札すること。

上記の業務については、宍粟市契約規則（平成17年規則第41号）は勿論、契約条項その他関
係書類及び現場熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

なお、この入札に関し、公告書に記載された入札に参加する者に必要な資格等があることを誓
約し、これが事実と相違する場合には契約を締結されなくても異存ありません。
　 また、契約締結後であっても、これが事実と相違することが認められた場合は、一方的に契約を
破棄されても異存がないことを誓約します。

年 月 日

（注６）入札書の作成日を記入すること。

印

（注４）項目欄の「消」の項目は「消防用設備等点検」についての金額、「防」の項目は「防火対象物点検」 について
の金額を記入すること。

（注１）入札金額欄に、仕様書に基づく各施設の内訳金額及び３年間分に係る総価格を記入すること。防火対象物
点検も対象となる施設の総価格は消防用設備点検と防火対象物点検の合算額を記入すること。

　宍　粟　市　長　　様

住 所

商号又は名称

代 表者氏名

令和

37 はりま一宮小学校 消

36 蔦沢小学校 消

35 神野小学校 消

34 河東小学校 消

33 山崎南小学校 消

32 旧戸原小学校 消

31 山崎西小学校 消

30 山崎小学校 消

27 一宮北中学校・一宮北小学校 消

29 千種中学校 消

28 波賀中学校 消

業 務 名 市有施設消防用設備等点検及び防火対象物点検業務

履 行 場 所 仕様書による

番
号

施設名等
項
目

内訳金額（税抜） 入札金額(税抜)

令和８年度 令和９年度 令和10年度 合計

郵便入札用

業務委託入札書（4/７）
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（注２）金額の頭に、￥マークを入れること。（消費税を含まないこと。）

（注３）入札は、施設ごとの落札とし、希望しない施設の入札金額欄は斜線とすること。

（注５）消防用設備と防火対象物両方の点検が必要な施設は、必ず２つの業務について入札すること。

上記の業務については、宍粟市契約規則（平成17年規則第41号）は勿論、契約条項その他関
係書類及び現場熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

なお、この入札に関し、公告書に記載された入札に参加する者に必要な資格等があることを誓
約し、これが事実と相違する場合には契約を締結されなくても異存ありません。
　 また、契約締結後であっても、これが事実と相違することが認められた場合は、一方的に契約を
破棄されても異存がないことを誓約します。

年 月 日

（注６）入札書の作成日を記入すること。

印

（注１）入札金額欄に、仕様書に基づく各施設の内訳金額及び３年間分に係る総価格を記入すること。防火対象物
点検も対象となる施設の総価格は消防用設備点検と防火対象物点検の合算額を記入すること。

（注４）項目欄の「消」の項目は「消防用設備等点検」についての金額、「防」の項目は「防火対象物点検」 について
の金額を記入すること。

　宍　粟　市　長　　様

住 所

商号又は名称

代 表者氏名

令和

48 河東学童保育所 消

47 山崎南学童保育所 消

46 かしわの保育所 消

45 ちくさ認定こども園 消

44 一宮北こども園 消

43 はりま一宮こども園 消

42 戸原こども園 消

41 波賀幼稚園 消

38 波賀小学校 消

40 河東幼稚園 消

39 千種小学校 消

業 務 名 市有施設消防用設備等点検及び防火対象物点検業務

履 行 場 所 仕様書による

番
号

施設名等
項
目

内訳金額（税抜） 入札金額(税抜)

令和８年度 令和９年度 令和10年度 合計

郵便入札用

業務委託入札書（５/７）
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（注２）金額の頭に、￥マークを入れること。（消費税を含まないこと。）

（注３）入札は、施設ごとの落札とし、希望しない施設の入札金額欄は斜線とすること。

（注５）消防用設備と防火対象物両方の点検が必要な施設は、必ず２つの業務について入札すること。

上記の業務については、宍粟市契約規則（平成17年規則第41号）は勿論、契約条項その他関
係書類及び現場熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

なお、この入札に関し、公告書に記載された入札に参加する者に必要な資格等があることを誓
約し、これが事実と相違する場合には契約を締結されなくても異存ありません。
　 また、契約締結後であっても、これが事実と相違することが認められた場合は、一方的に契約を
破棄されても異存がないことを誓約します。

年 月 日

（注６）入札書の作成日を記入すること。

印

（注１）入札金額欄に、仕様書に基づく各施設の内訳金額及び３年間分に係る総価格を記入すること。防火対象物
点検も対象となる施設の総価格は消防用設備点検と防火対象物点検の合算額を記入すること。

（注４）項目欄の「消」の項目は「消防用設備等点検」についての金額、「防」の項目は「防火対象物点検」 について
の金額を記入すること。

　宍　粟　市　長　　様

住 所

商号又は名称

代 表者氏名

令和

58 一宮生涯学習の館 消

57 一宮市民協働センター
消

防

56 ちくさ学校給食センター 消

55 一宮波賀学校給食センター 消

54 山崎学校給食センター 消

53 宍粟市歴史資料館・工房 消

52 宍粟市立図書館・山崎歴史郷土館 消

49 一宮北学童保育所 消

51 山崎歴史民俗資料館 消

50 神野学童保育所 消

業 務 名 市有施設消防用設備等点検及び防火対象物点検業務

履 行 場 所 仕様書による

番
号

施設名等
項
目

内訳金額（税抜） 入札金額(税抜)

令和８年度 令和９年度 令和10年度 合計

郵便入札用

業務委託入札書（６/７）
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（注２）金額の頭に、￥マークを入れること。（消費税を含まないこと。）

（注３）入札は、施設ごとの落札とし、希望しない施設の入札金額欄は斜線とすること。

（注５）消防用設備と防火対象物両方の点検が必要な施設は、必ず２つの業務について入札すること。

上記の業務については、宍粟市契約規則（平成17年規則第41号）は勿論、契約条項その他関
係書類及び現場熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

なお、この入札に関し、公告書に記載された入札に参加する者に必要な資格等があることを誓
約し、これが事実と相違する場合には契約を締結されなくても異存ありません。
　 また、契約締結後であっても、これが事実と相違することが認められた場合は、一方的に契約を
破棄されても異存がないことを誓約します。

年 月 日

（注６）入札書の作成日を記入すること。

印

（注１）入札金額欄に、仕様書に基づく各施設の内訳金額及び３年間分に係る総価格を記入すること。防火対象物
点検も対象となる施設の総価格は消防用設備点検と防火対象物点検の合算額を記入すること。

63 千種市民協働センター
消

防

62

商号又は名称

代 表者氏名

令和

　宍　粟　市　長　　様

防

（注４）項目欄の「消」の項目は「消防用設備等点検」についての金額、「防」の項目は「防火対象物点検」 について
の金額を記入すること。

64 千種保健福祉センター
消

61 はがてらす工房 消

住 所

60 旧波賀文化創造センター 消

総合教育センター 消

59 波賀市民協働センター
消

防

業 務 名 市有施設消防用設備等点検及び防火対象物点検業務

履 行 場 所 仕様書による

番
号

施設名等
項
目

内訳金額（税抜） 入札金額(税抜)

令和８年度 令和９年度 令和10年度 合計

郵便入札用

業務委託入札書（７/７）
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